
令和４年３月１５日（火）

健康保険委員研修会

埼玉県における健康経営施策

「埼玉県健康経営認定制度」について
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本日の説明事項
■健康長寿埼玉プロジェクト事業

■健康経営について
１．健康経営とは？
２．実践項目の例

■埼玉県健康経営認定制度について
１．概要
２．特徴
３．認定のメリット
４．認定までの流れ
５．認定基準
６．申請方法

■健康経営埼玉推進協議会について
１．健康経営埼玉推進協議会
２．活動内容

■埼玉県におけるSDGsの推進について

【実践】
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4保険者
4企業
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40市町村
7保険者
7企業

(R4 1月末現在）99,673人

47市町村
12保険
7企業

①糖尿病性腎症重症化予防受診率向上対策
②新たな生活習慣病重症化予防対策

①法改正への対応
②認証制度の推進
③周知啓発

埼玉県健康経営認定制度
（R4 2月末現在）493社2,655事業所参加中！

健康長寿埼玉プロジェクト推進事業
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(R4 2月末現在）約142,000人
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健康長寿埼玉プロジェクト事業

50市町村
15保険
19企業

49市町村
16保険
44企業
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健康経営について

※「健康経営」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標

【１．健康経営とは？】
◎従業員の健康管理を「投資」という経営的視点で捉え、
経営戦略に組み込み、実践すること

【２．実践項目の例】
①健診の受診勧奨
②有給休暇の取得促進

③長時間労働対策 など

④食生活改善の情報提供
⑤運動機会の提供
⑥受動喫煙対策
⑦感染症予防 など

【企業への効果】
◎組織の活性化
・従業員の活力向上
・生産性向上
・人材の定着

業績・企業評価向上

【社会への効果】
・健康寿命の延伸
・医療費の抑制

【実践】
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働き方改革
の取組



埼玉県健康経営認定制度

【１．概要】
健康経営に取り組む企業、事業所、団体を認定
【認定事業所】 １,８７６事業所（R4.2月末）

【２．特徴】
①支社や営業所単位でも認定を取得できる
②健康経営の一般的な項目に加え、
県事業への参加でも認定に必要な点数を加点

（例：コバトン健康マイレージ、受動喫煙対策認証制度 など）

③認定証・認証ロゴマークを交付し、
県ホームページや実践事業所取組事例集等でＰＲ

（事例集は県内ハローワークや各大学就職窓口にも配布して

います。） 【取組事例集】
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「健康経営実践事業所」といいます



埼玉県健康経営認定制度

【３．認定のメリット】
①認定証を掲示し、認定ロゴマークを名刺などに
印刷することにより、健康経営実践事業所で
あることをアピールできる

②ハローワークの求人票に認定を取得している
旨を記載できる

③県からの情報提供
メールマガジンにより、健康経営に関するセミナー開催情報や
健康経営に活用できる県の助成金情報などの提供

【認定ロゴマーク】
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埼玉県健康経営認定制度

次の①または②のいずれかを満たしていること。
①国の認定制度など、県の認定基準と同等の認定を受けていること
②県認定基準に照らし、合計８０点以上の取組を実施していること

【認定ロゴマーク】
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・従業員の健診受診
・長時間労働対策
・有給休暇取得の促進
・健康的なメニューの
紹介

・運動機会の提供 など

健康宣言事業所
（県に登録）

県も施策で健康経営
を支援

実践事業所
（認定）

【コバトン健康メニュー】 【コバトン健康マイレージ】

実 践
取組期間 原則１年

認定期間：３年間

※既に認定要件を満たす取組を継続して1年以上、実施している場合、
「健康宣言」の登録申請と同時に認定申請ができます。

【４．認定までの流れ】

【５．認定基準】



埼玉県健康経営認定制度

１県に申請 （必要書類を郵送、電子メールなどで県に提出）
＜提出先＞ 埼玉県保健医療部健康長寿課 健康長寿担当

住所：〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
E-mail：a3570-02@pref.saitama.lg.jp
申請様式は埼玉県庁のホームページからダウンロードできます。

２協会けんぽ埼玉支部、健保連埼玉連合会の健康宣言制度に

併せて申請 ※協会けんぽ埼玉支部または健保連埼玉連合会加入企業の場合

【保険者の健康宣言制度に参加するメリット】
①県の認定がとりやすくなります。
②国の認定を取得する場合、保険者の制度参加が必須です。

２パターンあります！
【６申請方法】
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健康経営埼玉推進協議会
【１．健康経営埼玉推進協議会】

埼玉県では、行政、保険者と民間企業が協同し、県内の健康経営
の普及や、健康経営実践のための企業サポートを行う協議会を開催
しています。

健康経営埼玉推進協議会

埼玉県 さいたま市 全国健康保険協会
埼玉支部

健康保険組合連合会
埼玉連合会

健康経営をサポートする協力事業者（15団体）

【２．活動内容】
①健康経営セミナーなどの開催
②勉強会の開催…健康経営に関する最新情報の提供と効果的な支援
③協力事業者による支援…それぞれの強みを生かした健康経営の普及や、企業の

健康経営の取組支援など

【お問合せ】事務局（全国健康保険協会埼玉支部）電話 048-658-5918
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お問合せ先

埼玉県企画財政部計画調整課 ＳＤＧｓ推進担当

電話 048-830-2133

E-Mail a2130-06@pref.saitama.lg.jp

埼玉県におけるSDGsの推進について

埼玉県は、県民から企業・団体等までワンチームで
取り組んでいく「埼玉版SDGs」によりSDGsを推進しています。

健康経営が目指すSDGs達成目標
ゴール３【すべての人に健康と福祉を】
ゴール８【働きがいも経済成長も】

埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム及び
埼玉県SDGsパートナー登録制度への、参加
企業・団体等を募集しています。


